
鳥取都市計画公園の変更の概要（５・８・１号湖山池公園） 
 

①概要 

【内容】 

現在、鳥取市高住、良田地内において、鳥取県が施行している主要地方道鳥取鹿野倉吉線道路

改良事業による道路拡幅や線形改良に伴い、道路区域の変更が生じるため、公園区域と道路区域

が重複する部分について、公園区域を変更する。 

さらに、既存の公園整備済み区域と不整合が生じている部分について、現状の地形地物にあわ

せて都市計画公園区域を変更する。 

また、現在の都市計画基本図による再求積と上記区域変更に伴い、公園面積を変更する。 

併せて、公園名称について、都市計画運用指針の現行基準に合わせて番号を変更する。 

 

【変更前後対照表】 

 

【計画図】 別紙のとおり 

 

②経過と今後のスケジュール 

事 項 時 期 備 考 

第１１６回 

鳥取市都市計画審議会 
令 和 ７ 年 ８ 月 ５ 日  事前審議 

関係機関協議 
令和７年９月３０日～  

令和７年１１月２０日  

道路管理者、 

農業施設管理者、 

漁業組合、土地改良区、 

環境部局、観光部局等 

地元説明 
令和７年１０月１日～  

令和７年１０月１０日  

町内会 

（青島団地、高江町、高

住、良田、金沢、三津、西

桂見、山王団地） 

県知事事前協議 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ 日  異存なし 

「都市計画法第１７条」 

に基づく縦覧 

令和７年１２月１２日～ 

令和７年１２月２６日 

縦覧者なし 

意見なし 

第１１７回 

鳥取市都市計画審議会 
令 和 ８ 年 １ 月 ２ ０ 日  原案のとおり承認 

「都市計画法第１９条第３項」 

に基づく県知事協議 
令 和 ８ 年  月   日   

都市計画変更   



変更概要（区域）

変更区域①
・整備予定の県道用地との重複削除
・公園供用区域（青島第二駐車場）と整合（追加）

変更区域②

・公園供用区域（金沢休養ゾーン・
テニスコート）と整合（追加）

変更区域③

・湖山池遊歩道、公園供用区域（展望広場）と
整合（追加・削除）

変更区域④
・倉庫、荒れ地を削除
・農業施設用地を削除

変更区域⑤
・学校用地を削除
・湖山池水面との整合（追加）
・農業施設用地を削除
・公園供用区域（オアシスパーク）をと整合（追加）

公園区域（変更後）

７


